
『事業主の皆さま、労働保険の成立手続きはおすみですか？』 

～労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります～
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称で、 政府が管掌する強制保険制度です。 

☆お問い合わせ☆  労災保険 →労働基準監督署へ  雇用保険 →ハローワーク（公共職業安定所）へ 

◎大阪労働局のホームページ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
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・大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 ０６－４７９０－６３４０ 

・雇用保険課 ０６－４７９０－６３２０ ・ハローワーク布施 ０６－６７８２－４２２１

◆大 阪 労 働 局 からのお知 らせ◆ １

労働保険 雇用保険



「はたらく・くらすフォーラム」は、地域において障害に対する理解や認識を深め、誰もが働き暮らしやすい社会を目指す
ことを目的とした啓発事業です。今回のフォーラムでは、積極的に障害者雇用に取り組んでおられる企業や実際に働い
ておられる方から、取り組みや事例、体験談をご紹介いただきます。障害をもつ方自身が働くイメージを持てるように周囲
はどのようにサポートすればよいのか、企業と支援機関はどのように障害者雇用を支え合っているのかをお伝えします。皆
様のご参加をお待ちしております。 

２０２４年１２月３日（火）１０：００～１５：３０（９：３０～受付）        無 料（手話通訳あり） 

クリエイターズプラザ（東大阪市荒本北１-４-１ クリエイション・コア東大阪南館３階） 

「障害者就職面接会」 １０：００～１３：００（９：３０～受付／１２：００受付終了） 

求人企業の面接担当者が一堂に集まって面接を行います。 希望する企業分の応募書類をお持ちください。 

求人企業への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※面接会希望の求職者の方は、事前に最寄りのハローワークで求職登録の上、お申込みください。 

詳しくはお問い合わせください� ＴＥＬ ０６-６７８２-４２２１(４３＃) （ハローワーク布施専門援助部門） 

「講 演 会」 １３：３０～１５：３０（１３：００～受付） 

第２部については、来場またはＷＥＢのいずれかから当日の参加方法を選択し、事前にお申し込みください。

①  「レッキス工業株式会社～障害者雇用８０年の歴史～』 

②  「就労中の方々の体験談」

東大阪市障害者就業・生活支援センターＪ-ＷＡＴまで、ＦＡＸもしくは電話にてお申し込みください。 

ＦＡＸ ０７２－９７５－５７１８     ＴＥＬ ０７２－９７５－５７１１ 

（申込先着順：定員１２０名） ＦＡＸからお申し込みの方は下記にご記入の上お送りください。 
※Ｊ-ＷＡＴのホームページからも申込可⇒⇒⇒  ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈｓｊ.ｏr.ｊｐ 
※来場・ＷＥＢのいずれかから選択してください。 

※講師へのご質問がある方は申込み欄へ記入してください。 

※ＷＥＢでの参加希望の方はメールアドレスを記載してください。後日参加用ＵＲＬ等をお送りします。 

所属名 電話

当日参加方法 来場 ／ WEB メールアドレス
(WEB参加希望者のみ記入)

お名前 参加予定人数 名 

ご質問 

※ご記入いただいた個人情報は、安全かつ適切に管理し当フォーラムの登録手続き及びご本人への連絡にのみに使用します。 

の お 知 ら せ

日 時 参加費

会 場

第１部

第２部

会場のみ

会場 ＷＥＢ 

レッキス工業株式会社は、２０２５年に１００周年を迎える、都市のライフラインを守る配管機器総合メーカー。

障害者雇用においては約８０年前から取り組み、２０２０年には「もにす認定制度（障害者雇用に関する優良な

中小企業に対する認定制度）」で、大阪府で初めて「もにす認定事業主」となりました。 

～誰もが働き、暮らし続けていける「持続可能な社会」を目指して～２

《 はたらく・くらすフォーラム 第２部 「講 演 会」 事 前 参 加 申 込 書 》 



～育児や介護、不妊治療などを行う従業員が安心して仕事を続けられるよう、休業制度や
業務代替体制を整えるときに利用できる「両立支援助成金」を活用しませんか。～

ステップ１ 

～中小企業の事業主のみなさまへ～ 課題解消のヒント集  その③ ３

・男性の育児休業取得を促進する「出生時両立支援コース」

・介護をする労働者が働き続けられる環境整備を支援する「介護離職防止支援コース」

・育児休業の取得や復帰を支援する「育児休業等支援コース」

・育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入する場合の 

「柔軟な働き方選択制度等支援コース」

・不妊治療を受ける労働者の職場環境を整える場合の「不妊治療両立支援コース」

・令和6年から始まった「育休中等業務代替支援コース」など6つのコースがあります。

①両立支援等助成

金とは

②「出生時両立支

援コース」とは 

◎男性労働者が育児休業を取得しやすいよう、社内に育児休業の相談窓口の設置や育児

休業取得促進に関する方針の周知など雇用環境整備を行い、育児休業を取得した男性労

働者が生じた事業主が【第1種】の対象となります。(中小企業事業主のみ対象） 

育休取得者1人目は20万円が、2人目・3人目は10万円が支給されます。 

◎さらに【第2種】として、男性労働者の育児休業取得率アップで助成金が増額されま

す。対象となるのは、第1種助成金の申請をした事業年度から3年以内に男性の育児休

業取得率が30ポイント以上アップした場合は最大60万円、または第1種（1人目）を申

請した事業年度内に配偶者が出産した男性労働者が5人未満かつ育休取得率が70％以上

の場合などに20～40万円増額ざれます。 

※育休取得率＝育休を取得した男性労働者の数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

◎育児休業取得者の業務代替要員を新規雇用（派遣受入れを含む）する場合や、短時間勤

務制度を利用している労働者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給する事業主が対

象になります。（中小企業事業主のみ対象） 

◎助成の一例として、 

・育児休業取得者の代替要員を新規雇用する場合、最大67.5万円

・業務を代替する周囲の労働者への手当を支給する場合、最大125万円

・短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者への手当を支給する場合、最大110万円

が支給されます。 

③新設された「育

休中等業務代替

支援コース」とは

◆ 仕事と家庭の両立を推進する助成制度をご紹介します。

お問合せ ： ＴＥＬ ０６-６９４１-４６３０  大阪労働局雇用環境・均等部 企画課 

仕 事 と 庭 両 立

つ

をの

◎その他の 

「支援コース」については、 

厚生労働省ホームページで 

ご確認いただけます。

④その他の「支援

コース」について

こちら 

各申請書書も

ダウンロード 

できるよ


